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区
移
管
１０
年
、節
目
の
年
を

全
力
で
闘
い
ま
す

中
央
執
行
委
員
長

西
川

卓
吾

組
合
員
・
ご
家
族
の
皆
様
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

中
央
執
行
委
員
会
を
代
表
し
て
、
新
し
い
年
を
迎
え
ひ
と

こ
と
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

移
管
後
、
わ
が
組
合
は
、
地
公
労
法
適
用
の
単
一
労
働

組
合
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
東
京
清
掃
と
し
て
か
つ
て
経

験
が
な
か
っ
た
地
公
労
法
に
基
づ
く
労
働
組
合
と
し
て
だ

け
で
な
く
、
２４
当
局
・
区
長
会
と
い
う
労
使
関
係
の
も
と

で
、
賃
金
確
定
闘
争
、
都
労
委
闘
争
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

サ
ー
マ
ル
リ
サ
イ
ク
ル
本
格
実
施
へ
の
取
り
組
み
な
ど
、

労
働
条
件
確
保
と
住
民
本
位
の
清
掃
事
業
の
確
立
に
向
け

た
闘
い
を
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、「
経
済
財
政
改
革
の
基
本
方
針
」
で
は
、
引

き
続
き
「
官
か
ら
民
へ
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
官

と
民
の
仕
分
け
を
す
る
こ
と
で
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
部
門
の

一
層
の
合
理
化
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
現
業
職
場

の
民
間
委
託
化
は
、
極
め
て
政
治
的
に
推
し
進
め
ら
れ
、

法
や
制
度
の
改
悪
な
ど
に
よ
り
労
働
分
野
の
規
制
緩
和
を

お
こ
な
い
な
が
ら
攻
撃
が
一
層
強
ま
っ
て
い
ま
す
。

総
務
省
は
、
地
方
公
共
団
体
の
定
数
及
び
給
与
等
を
公

表
し
「
職
員
が
多
い
、
給
与
水
準
が
高
い
」
な
ど
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
張
り
な
が
ら
「
国
公
準
拠
」
を
基
本
と
す
る

よ
う
各
自
治
体
へ
の
締
め
付
け
を
強
め
て
お
り
、
地
方
分

権
に
逆
行
し
て
き
て
い
ま
す
。
自
治
体
財
政
の
悪
化
は
、

私
た
ち
労
働
者
の
責
任
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

財
政
危
機
を
理
由
と
し
た
一
方
的
な
見
直
し
は
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
低
下
を
招
く
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

特
に
わ
が
組
合
の
生
命
線
と
位
置
付
け
ら
れ
た
、
事
業

執
行
に
関
わ
る
統
一
交
渉
の
堅
持
を
求
め
た
闘
い
は
、
３

年
間
に
も
及
ぶ
闘
い
に
よ
り
統
一
交
渉
が
成
立
し
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
わ
が
組
合
と
の
協
議
抜
き
に
は
円
滑
な
事
業

運
営
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
認
識
さ
せ
、
清
掃
事
業
の

一
貫
性
、
統
一
性
、
一
体
性
、
公
務
公
共
事
業
と
し
て
の

重
要
性
を
認
識
さ
せ
る
た
め
に
も
、
事
業
執
行
に
関
わ
る

統
一
交
渉
項
目
の
上
積
み
を
勝
ち
取
る
闘
い
に
総
力
を
挙

げ
て
追
求
し
て
い
き
ま
す
。

地
球
規
模
の
環
境
問
題
の
高
ま
り
の
中
で
、
資
源
循
環

型
社
会
へ
の
変
革
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
来
て
い
ま
す
。

国
会
で
は
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
・
廃
家
電
リ
サ
イ
ク

ル
法
・
一
般
廃
棄
物
、
産
業
廃
棄
物
区
分
の
見
直
し
・
食

品
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
見
直
し
等
が
審
議
さ
れ
資
源
循
環
型

廃
棄
物
行
政
の
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
政
治
情
勢
は
民
主
党
連
立
政
権
が
誕
生
し
ま
し

た
が
、
こ
の
間
の
自
民
党
政
権
下
で
進
め
て
き
た
新
自
由

主
義
的
構
造
改
革
に
よ
り
、
大
量
の
「
貧
困
層
」
を
生
み

出
し
、
労
働
者
全
体
の
貧
困
化
と
格
差
の
解
消
に
向
け
た

政
策
を
打
ち
出
し
て
来
て
い
ま
す
が
、
景
気
低
迷
化
の
状

況
と
相
ま
っ
て
厳
し
い
運
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
自
治
体
労
働
者
に
対
す
る
民
間
委
託
や
定
数
削

減
、
賃
金
切
り
下
げ
な
ど
の
攻
撃
が
厳
し
い
年
で
あ
り
ま

す
が
、
移
管
後
１０
年
と
い
う
節
目
の
年
、
予
算
・
人
員
要

求
を
は
じ
め
地
公
労
法
適
用
の
単
組
清
掃
労
組
と
し
て
す

べ
て
の
闘
い
に
全
力
で
取
り
組
み
ま
す
。

組
合
員
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
と
共
に
今
年

が
良
い
年
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
し
て
挨
拶
と
し
ま
す
。
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現
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台
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典
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澤
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第第１１回回支支部部書書記記長長会会議議開開催催
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１１月２０日未明にわが組合は特別区区長会と今年度
賃金等の妥結を受け、１２月１日に書記長会議を開催
しました。

前段に自治労都本部勝島副委員長より「０９賃金確定闘争の経過と

到達点」として都庁、市町職の状況等について報告を受けました。

冒頭１２月１日時点での全国レベルでの賃金確定闘争到達状況につ

いて、一部自治体で国の勧告とは違う工夫した決着があったが、概

ね民間賃金の落ち込みにより、国の勧告に沿った決着されていると

の報告がされました。

つづいてこの間公務員賃金攻撃の経過につい

て触れ、０６年以降自公政権の「骨太方針」の下、

総務省の公務員の「給与構造改革」が推し進め

られてきたこと。とりわけ同種の民間賃金に基

づく「賃金センサス」を資料として各自治体に

示し、公務員技能職賃金引下げを強要し、また

地場民間賃金と比較し、本給引下げ、地域手当

抑制の攻撃が各自治体で進められている状況が

報告されました。

そうしたなかで都労連は月例給、一時金については勧告どおり、

勤務時間は７時間４５分で休憩１時間となり、大きな課題であった休

暇制度の時間単位の取得制限では半休は時間休取得日数には含め

ず、年間時間休取得は５日以

内とすることで合意したこと

が報告されました。また三多

摩市町職はまだ半数の市町職

が妥結に至っておらず、一定

の妥結した市町職でも多くの

市町職で「賃金表引き下げ」

については別途・引続き協議

等になっており、地域手当に

おいてはほとんど妥結してい

ない状況にあり、闘いが継続

していることが報告がされま

した。最後に臨時職員非常勤

職員の労働条件改善の闘い、公務員制度改革の中での非現業組合の

賃金交渉あり方等を今後の課題としてあげ、報告を終わりました。

続いて本部染書記長より今回の賃金確定闘争妥結の内容について

報告がありました。とりわけ「現給保障額表」から業務職給料表へ

の移行について、具体的報告が出されましたが、当局から「号給対

応表」等の資料が示されておらず、より具体的な内容については資

料等出揃い次第、改めて報告すること、また今次賃金確定闘争総括

についても、後日示していくことが明らかにされました。

染書記長

勝島都本部副委員長

解答の応募

「新春 まちがいさ

がし」の答７つ（間違

っている具体的な箇所

を明記）、支部、氏名を

ご記入の上、本部教宣

部までお寄せくださ

い。

正解者の中から抽選

で３０名の方に粗品を差

し上げます。

＊締切日 １月２９日（金）

本部教宣部必着（メ

ールでも可）

＊当選者発表 商品の

発送をもって発表と

します。

７８回定期大会で教宣部長の任に

ついて、すぐに賃金確定闘争が始

まり、人勧特集号、大会特集号な

どが続き、今回やっとレギュラー

な「せいそう労働者」が発行とな

った。▲いろいろなところで多く

の組合員から教宣活動を通じて、

本部、各区の情報発信を望む声を

聞いた。出来るだけ応えて行きた

いと思う。とはいえ恨み節になる

が、当局の時間内組合活動の締め

付けでなかなか時間が作れないな

かでの新聞づくりであることをご

理解していただきたい。▲そうし

たなかで新年を向かえ、今年の抱

負として月一回の機関紙発行の定

例化を目標としたいと思う。「せ

いそう労働者」は組合員と本部を

結びつける、まさに媒体であるこ

とを肝に銘じて困難さはあるが、

今年１年間がんばって行きたいと

思う。▲それにとりあえずの「ひ

とこと」欄の復活である。この欄

が発行できない「言い訳」の欄に

ならないようにしていたい。

教宣部長 坂本 浩明
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